
「 喫煙について 」

2020年4月1日より、「改正健康増進法」が全面施行となりました。

受動喫煙を防止する観点から下記の喫煙指定エリア以外での喫煙は禁止します。

たばこ（電子タバコ、加熱式タバコを含む）を喫煙される場合は、

周りのお客様にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

※ハウス内は全面禁煙です。

※ティーイングエリアは禁煙です。


